
令和5年度予算　地方消費税率引上げ分にかかる主な使途

（単位：百万円）

うち地方消費税
交付金引上げ分

生活保護扶助事業 保護費 22,252 17,991 4,261 498

児童福祉事業
保育所への保育委託等、児童
手当

25,256 10,934 14,322 1,675

母子福祉事業 ひとり親家庭福祉 19 18 1 0

高齢者福祉事業
老人福祉施設への入所等措
置、特別養護老人ホーム運営
助成等

3,172 516 2,656 311

障害者福祉事業
障害者への自立支援給付等、
心身障害者福祉手当、障害児
支援給付

11,955 6,609 5,346 625

1,849 485 1,364 159

64,503 36,553 27,950 3,268

国民健康保険事業 国民健康保険特別会計繰出金 5,252 1,700 3,552 415

介護保険事業 介護保険特別会計繰出金 4,176 265 3,911 458

後期高齢者医療事業
後期高齢者医療特別会計繰出
金

3,311 403 2,908 340

12,739 2,368 10,371 1,213

医療施策事業
子ども医療費助成、妊婦健康
診査等

2,718 569 2,149 251

予防対策事業
予防接種、結核患者家族・接
触者検診

5,748 3,032 2,716 318

健康増進対策事業 生活習慣病予防事業等 1,683 264 1,419 166

10,149 3,865 6,284 735

87,391 42,786 44,605 5,216合　　　計
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　平成26年度より地方消費税率は1.0%から1.7%に引き上げられ、令和元年10月からは2.2%に引き
上げられました。（国の消費税7.8%と合わせると消費税全体では10%）
　消費税の引上げ分（1.2%分）は、社会保障（社会福祉、社会保険等）に要する経費に充てるこ
ととされています。令和5年度は、引上相当額を52億円程度と見込んでいます。
　法の趣旨に基づき、引上げ分の地方消費税交付金を障害者・高齢者等への支援や子ども・子育
て支援給付、国民健康保険等の低所得者の保険料軽減制度へ充当するなど、社会保障の充実に活
用してまいります。
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